
海外保険はついつい忘れ

がち…生活環境が変わる際

の注意点をお知らせします。

急に「自粛！」と言われても困ります

が、反対に急に「自粛解除」と言われて

も突然の動きには人間弱いものです。今

回は人事異動や進学入学などのタイミン

グをコロナが直撃したので、毎年ルーチ

ンで行っていたことを忘れているかもし

れません。特に就職、結婚、出産、転勤、

定年退職、離婚、引越しなど大きな環境

変化があった人ほど、ご注意を！日本の

保険と同様に、海外の保険も住所変更、

契約者変更などの各種変更は必須となり

ます。保険会社が情報を知らない場合は

「保険料未納」「重要な変更」「契約内

容確認」等の情報が届かなくなります。

最近ではインターネットや、スマホア

プリなどで簡単に変更が可能な保険会社

もあります。もちろん弊社のカスタマサ

ポートにご連絡頂くことも可能です。

特に！！海外でご加入いただいた大事

な貯蓄保険に係る書類は日本語ではなく

英語、漢字のみの書類となり、後回しに

したくなる気持ちも十分理解できます。

その為弊社「110ワンテン」では日本語で

のサポート充実に力を入れて対応させて

頂いております。あなたが働いている間

もしっかりと資産を増やしてくれている

大事な資産を失わないように、最低限の

資産メンテナンスをしていきましょう。

弊社でもメルマガやなどで定期的に発信

させていただきます。

契約者変更、受取人変更

で変わる税金のトラブルに

ついてご存知ですか？

子供の就職時に親から子へ契約者の変

更をされるご家庭も多いです。その気持

はとても理解できますが、実はその気持

とは裏腹に注意したいのが税金関係。シ

ンプルな税制の海外と違い、日本はとて

も複雑です。上記の表のように契・被・

受それぞれの関係で課税が変わります。

「まさか！」の時に過大な税金を払わな

くて良いように、是非コンサルタントに

相談をしてください。仮に保険関係以外

の税金も視野に入れてのご相談であれば、

各国の税理士・会計士・弁護士など専門

家を交えての対応も調整させていただき

ます（別途費用が掛かりますので、まず

はお声がけ下さい。）

コロナ下においての各保険

会社の対応について。

日本・海外どちらの保険会社において

も「保険料支払いの猶予期間」「保険金

支払いの迅速化」など緊急対応を実施し

ております。各社のホームページなどを

しっかりとご参照下さい。海外において

も保険料の支払期日の延長、新規保険契

約時の保険料支払い

猶予期間の延長など

が儲けられておりま

す。海外の保険会社

ならではなのですが、

新規契約時に金額

によりますが、保険

料を1ヶ月分割引など

各社それぞれ思考を凝らした対応をし

ております。もし現状の対応や追加での

保険購入などご相談ございましたら、お

問い合わせ下さい。
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やっと新生活？住所変更・各種手続きお忘れなく！

海外でのコンサルタント生活も長くなると、お客様の様々なイベン

トに直面致します。ご結婚・ご出産など喜ばしく楽しいイベントも多

いのですが、反対にご家族・関係者と涙を流すことも少なくありませ

ん。我々の使命としては「1〜10最期の出口までサポートし続ける

事」にあります。資産運用を兼ねての保険加入ということで、学資金

や、老後生活費用など実際に運用の成果が出ることもとても楽しみな

のですが、やはりしっかりと「満期金」「年金」「保険金」をお手元

に届けること。その『出口戦略』を見据えた組織体制をより強固にし

て行きたいと日々精進しております。また皆さまからの様々なご意見

お待ちしております。

香港、シンガポール、日本、アメリカなど各国の
保険事情に精通。「出口戦略」を意識した資産運
用提案が得意。多数の失敗談も人気です。

海外保険の万一対応サポート
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